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� はじめに

本稿の課題は� ドイツ連邦共和国における中小
企業政策を概観し� その特徴を明らかにすること
にある� そのさい� 次の点に注意することが必要
であろう�
周知のように中小企業政策は� 基本的には� 中
小企業を対象とする政府による経済政策の構成要

素と捉えることができる� 一般に経済政策なるも
のは� 資本主義社会の拡大�再生産を保障するた
めの政策であるといえるが� 中小企業政策は� そ
の対象の性格から産業政策や地域政策� 社会政策
などと密接に結びついているのである� したがっ
て中小企業政策は� 経済政策に限定されるもので
はなく� そのあり方は� 社会的な蓄積過程のなか
で生じる中小企業問題の性格と� その政府の認識
により規定されているといえる�
さてドイツでは� 第二次世界大戦まで� 独占的
大企業への生産の集中が進み� 経済に多大な影響
を及ぼすことになった� このような経験から� 第
二次世界大戦後� 市場での有効な競争を確保する
ことが政府の政策目標とされるようになったので

ある� 競争政策がそれである� かかる競争政策で
は中小企業は� イギリスやアメリカのように� 自
由競争の担い手であり� 反独占の対抗勢力と捉え
られることになる�そして�このような視点から�
中小企業の振興が図られるのである� ドイツの中
小企業政策の研究は� このような中小企業の競争
促進を中心に進められてきたといえる�

けれどもドイツでは� 事業所統計をみると� イ
ギリスやアメリカとは異なり� 手工業 �Hand-

werk� に代表される小零細企業の広範な残存が
みられるのである� イギリスやアメリカなどにみ
られない� こうした小零細企業の残存が確認でき
ることから�ドイツの中小企業問題は� �高度に工
業化された資本主義であるにもかかわらず� なお
多くの小零細企業が広範に存在している1�� 中部
ヨ�ロッパ型の中小企業問題と理解されてきた�
そして� このような小零細企業の残存から� 中小
企業政策の研究では� 手工業秩序法 �Handwerk-

sordnungsgesetz� に代表される中小企業の �保
護政策� が注目されてきたのである� けれども�
ドイツにおける中小企業政策は� 基本的には中小
企業の競争促進を課題としているといえる� した
がってドイツにおける中小企業政策の全体を把握

するためには� 競争政策と �保護政策� の両者に
ふれることが求められるのである�
このように本稿の課題は� ドイツを素材に� 工
業化の進展にもかかわらず小零細企業の広範な残

存がみられるヨ�ロッパの中小企業政策を解明す
ることにあるが� そのさい注意しなければならな
いのは� ドイツでは連邦制が採用されていること
であろう� もともとドイツでは� 連邦政府と州政
府とのあいだで立法� 行財政の権限は厳密に分離
されており� こうしたなかで州政府には� わが国

1� 加藤誠一 	中小企業の国際比較
 東洋経済新報社�
1967年� 77ペ�ジ�

�����



の都道府県などにくらべ� かなり大きな権限が与
えられているのである� しかもその多くで� 中小
企業振興法 �Mittelstandsförderungsgesetz� が
制定され� それに基づいて州政府では中小企業政
策が行われているのである� もちろん連邦政府で
も� このような法律は制定されていないとはい
え� 中小企業に対する政策が展開されている� し
たがってドイツの中小企業政策を考察する場合�
連邦政府と州政府との政策面での役割分担を明ら

かにする必要があると考えられる� ドイツの中小
企業政策は� このような連邦政府と州政府によっ
て担われているとはいえ� ドイツは EUに加盟し

ていることから� EUの中小企業政策にも規定さ

れ� しかも EUの中小企業政策から大きく逸脱す

ることはできないことになる� その意味で� EU

との役割分担についても考察することが必要であ

ろう�
このように本稿では� ヨ�ロッパ諸国の中小企
業政策として� ドイツにおける中小企業政策の内
容とその特徴を明らかにすることを課題としてい

る� そのために� まず� 中小企業政策の対象とな
る中小企業の範囲を明らかにし� 次にドイツ政府
が中小企業の役割とその問題をいかに把握してい

るかをみることにする� ここで� 中小企業の �保
護政策� と競争政策とのかかわりを考えることに
したい� そして� EU� ドイツ連邦政府� 州政府で
の政策面での役割分担を検討し� 最後に� ドイツ
における中小企業政策の内容をみることにする�

� 中小企業の地位とその意義

中小企業政策を考察する前提とし� かかる政策
の対象になる中小企業の範囲を明らかにしておき

たい� 周知のように� ドイツの中小企業の定義で
特徴的なことは� ドイツでは� 中小企業が� 公認
会計士や医師などといった �自由業� とともに
�中間階級� �Mittelstand�という概念に一括して
扱われてきたことであろう� 一般に欧米では� 経
済活動を表す統計上の概念として中小企業が用い

られるが� ドイツの �中間階級� は� 経済� 社会�

心理的な意味があるというのである2�� もともと
�中間階級�という概念は�上流階級と下層階級か
ら区別された社会階級を意味するものであった

が� 現在では� 狭義には� 中小企業を意味するよ
うになっている�
一般に� こうした中小企業の特徴は� 企業と所
有者との密接な関係に求められるが� この概念に
は� 例えばボッシュなどの大企業も含められるよ
うに� ドイツでも厳密な量的基準は存在していな
い� とはいえ� 中小企業政策を行うためにドイツ
の政府でも中小企業の量的な定義が行われている

のである� ドイツ連邦の経済�技術省 �Bundes-

ministerium für Wirtschafts - und Technolo-

gie� では� ボンの中間階級研究所 �Institut für

Mittelstandsforschung Bonn� の定義に基づい
て� 従業員 9人以下� または年間売上高 100万マ

ルク未満を小企業�従業員 10	499人�あるいは
年間売上高 100万	1億マルクの企業を中企業

と規定している� けれども� こうした定義はかな
らずしも統一的な基準ではなく� 例えばニ�ダ�
ザクセン州などでは� EC委員会の規定に沿っ

て3�� 従業員 250人未満� または年間売上高
4,000万マルク未満の企業を中小企業と位置づけ

ているのである�
ドイツ経済�技術省の資料によれば4�� ドイツ

には約 330万社の中小企業が存在し�ドイツにお
ける付加価値総額の 57
� 投資総額の 46
を
担っている� さらに中小企業は� 雇用者全体の約
70
に職場を提供しているのである� ドイツ経済

2� Cf. Hans-Eduard Hauser, SME in Germany, Facts

and Figures, IfM Bonn, 1998, p. 1.

3� 1992年 5月に EC委員会の採択した �中小企業に対す
る各国の援助策についての共同体ガイドライン� では中
小企業を� �従業員 250人以下� �年間売上額 2�000万

ECUまたは資産総額 1�000万 ECU以下� そして�中小
企業以外に 25
以上を支配されていないという条件を満
たすものとしているという �三井逸友 �EU欧州連合と中

小企業政策� 白桃書房� 1995年� 16ペ�ジ参照��
4� Bundesministrium für Wirtschafts und Technolo-

gie, Neue Dynamik im Mittelstand, 2000.
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省 �1995年当時� は� かかる中小企業の意義を�
市場� 雇用� 技術革新� そして職業訓練などの面
から評価している5�� つまり� 中小企業の存立の
あり方は� きわめて多様であるが� このような多
様性によって市場での多様なニ�ズを充たすこと
ができるのである�しかも�そのさい中小企業は�
その高い弾力性から� 市場の変化や景気の変動に
素早く対応でき� そのために高い能率が保証され
ると考えられているのである� このような経済的
メリットをもつ中小企業は� 近年� 新たな職場を
生み出す担い手としても期待されているのであ

る� 中小企業は� ドイツでも財の生産やサ�ビス
の提供を通じて社会の需要を充たし� こうした活
動を通じて労働者の雇用の安定に寄与しているの

である� そこで次に� このような中小企業が中小
企業政策のなかでいかに捉えられているかをみる

ことにしよう�

� �社会的市場経済� と中小企業

すでに指摘したように中小企業政策は� 経済政
策の構成要素と捉えられるが� ドイツでは� 経済
政策は �社会的市場経済� �soziale Markt-

wirtschaft� なる経済秩序を前提に行われている
ことに注意する必要がある� すでに周知のよう
に� �社会的市場経済� なる概念は� �競争から生
ずる社会的不公正を国家的施策が是正し� 経済の
進行は市場に委ねる6�� という新自由主義的な経
済秩序を意味するものであり� それはまた� 戦後
ドイツにおける政策を規定する指導原理でもあっ

た�

�1� �社会的市場経済� と競争政策
さて� アダム�スミスに代表される古典的な自
由主義では� 市場での自由な競争を基軸とする経

済の予定調和を前提に� 経済と国家とは基本的に
は別の領域であり� 相互に干渉しないものと考え
られてきた� これに対しドイツの新自由主義で
は� 戦後の経済的な困窮が� 戦争にともなう経済
の崩壊に規定されているだけでなく� ナチス時代
の経済統制により市場経済が十分に機能しなかっ

たという認識に基づいて� 市場での自由な競争を
保証するには� 市場での自由な競争の障害となる
ものを駆除することが求められるのであり� その
ために国家の介入が必要になると把握されている

のである� つまり �社会的市場経済� では� �競争
経済の枠組みを維持するための 	強い国家
�7� が

求められるのであり� この点に �社会的� 市場経
済といわれる一つの意味があるといえる� そし
て� このようにして確保された市場メカニズムを
機能させることで� 社会福祉を実現しようとして
きたのである� もちろん �社会的� 市場経済が�
市場経済を基本とする以上� かかる社会福祉は市
場メカニズムを制約するものではなく� それを補
完するものでなければならないのである� ここに
�社会的� 市場経済のもう一つの意味があるとい
える�
もちろん� 社会的市場経済は� 大企業と中小企
業の共存を前提としている� だが� 市場で競争が
自由に展開されれば� カルテルやトラストなどの
形成に象徴されるような競争そのものを制限する

ような動きがみられるようになる� したがって競
争秩序を維持するためには� 大企業による市場支
配力の濫用を規制し� 中小企業の自由な活動を保
護する必要があるというのである� その意味で中
小企業は� 経済活力の担い手であるのみならず�
反独占の対抗勢力とも把握されることになる� こ
のような中小企業の自由な競争を確保するため

に� 中小企業政策が求められるのである� そして
こうした中小企業政策の課題として� �例えば�
大企業の排他的な競争から中小企業を保護するこ

5� Bundesministrium für Wirtschaft, Wirtschaftskraft

Mittelstand, 1995.

6� 藁谷友紀 �経済発展と構造変化� 大西健夫編 	ドイツ
の経済
 早稲田大学出版部� 1992年� 30ペ�ジ�

7� 井上孝 �社会的市場経済� 大西健夫編 	ドイツの経済

早稲田大学出版部� 1992年� 18ペ�ジ�
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とで� その存立の構造を維持すること� �企業規
模が小さいことから生まれる競争上のデメリット

をなくすこと� �中小企業の存続のために有利な
条件を作ることが指摘されている8��
このように� 社会的市場経済のもとでの中小企
業政策は� 市場での中小企業の自由な競争を維持
するために� カルテルの形成や� 大企業の市場支
配力の濫用を規制し� 企業規模が小さいことから
生じる中小企業の競争上のデメリットをなくすと

いった競争条件の改善を図るとともに� 中小企業
の競争力の向上と� 産業構造の転換に対するその
適応を促すことにある�

�2� �社会的市場経済� と �保護政策�
ところでドイツの統計をみると� 工業 �Indus-

trie� とならんで� 手工業という分野が存在して
いることがわかる� 1953年の手工業秩序法では�
この手工業における企業を �手工業的に営まれる
企業� と定義し� それに該当する事業として� 衣
服や食料製造など 93業種が挙げられていた� そ
の後 1965年の改正では� �手工業的に営むこと
ができる事業� として 7グル�プ� 125業種が規

定された� つまり� 建設�建設仕上げ� 電気�金
属� 木材� 衣類�繊維�皮革� 食料品� 健康�ク
リ�ニング� そしてガラス�紙�陶器製造の 7グ

ル�プがそれである� 1998年の改正で� 現在で
は 94業種になっているが� その存立のあり方と
して� ��物やサ�ビスの生産が工場制的方法に
よっていないこと� �その生産が手工業的に訓練
された熟練者によって行われ� 職業の分業は半熟
練者や未熟練者を著しく増加させない程度にとど

まっていること� が指摘されている9�� しかも手
工業において独立�開業するには� マイスタ�試
験に合格することが必要とされ� さらに徒弟を養

成するにもマイスタ�という資格が必要とされ
る�
このように手工業の分野では� 開業の要件とし
て資格�免許の取得が義務づけられているのであ
る� ドイツにおける営業規制の歴史は� 14	15

世紀にさかのぼることができるが� 新たに親方と
して独立する場合� 親方試験に合格し� マイス
タ�という称号をもたなければ徒弟を指導できな
いことが法的に定められたのは� 1908年の営業

秩序改正のときであった10�� さらに 1935年の

�ドイツ手工業の暫定的形成に関する第 3次政

令� は� い わ ゆ る �大 資 格 証 明� �großer

Befähigungsnachweis� の導入を認め� これによ
りマイスタ�資格をもつものだけに独立開業が認
められることになったのである� 手工業では� こ
のように政府による営業に対する規制が行われる

ようになったが� 第二次大戦直後の占領期に� ア
メリカ軍政府が� その占領地域に対し大資格証明
に関する規定の適用を禁止するという指令を出す

など� 手工業に対する政府の保護政策は� その後
大きく動揺することになる� こうした営業に対す
る規制をふたたび認めたのは� 1953年に成立し

た手工業秩序法であった�
すでに指摘したように� 1949年に成立したド

イツ連邦共和国の基本となる経済秩序は� 社会的
市場経済であった� この社会的市場経済は� 基本
的には市場経済� つまり市場での自由な競争を基
本にしており� 政府の介入は� 市場での自由な競
争を保証することだけに限定されている� ところ
が手工業秩序法は� 手工業での開業に資格や免許
の取得を義務づけているのであり� それは� 社会
的市場経済の原理とは異なり� 営業の自由を制限
することになるというのである� 実際� マイス
タ�だけに手工業での営業を認めるという大資格
証明は� 経済構造の変動に対する手工業者の適応

8� Gabler Wirtschaftslexikon, Gabler-Verlag, S.2643.

9� 高木健次郎 �ドイツ文化の担い手� 手工業� 永川秀男
編著 
西ドイツの経済と産業� 筑摩書房� 1975年� 292

ペ�ジ�

10� 営業規制についての叙述は� 森本隆雄 �営業規制の歴
史� �吉田和夫編著 
企業と規制� 清文社� 1989年� に
基づいている�
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にとって障害となるといった批判が行われている

のであり11�� 手工業秩序法の審議の過程でも� 大
資格証明が営業の自由に対する重大な問題である

などの批判が行われていたのであった� けれど
も� 戦後� 手工業の新たな秩序は� �中間層である
手工業が経済を担い� 大工業が私的独占化するの
を防止することによって形成されるものであり�
そのために営業活動に対して国が一定の規制を加

えることはむしろ当然�12� とみなされ� 手工業秩
序法が制定されることになったのである�
手工業に対する規定は� しばしば小零細企業へ
の保護政策と理解されるが� かかる参入の規制
は� 市場での競争の促進に寄与するだけでなく�
�手工業を積極的に保護�育成することによって
大企業 �工業� の市場支配に歯止めをかける�13�

ことを課題としているといえる� そうだとすれ
ば� 開業の要件として資格�免許の取得を義務づ
けるという手工業に対する規定は� 市場経済を基
本に� その枠組みを維持することに政府の役割を
限定する社会的市場経済なる原理に敵対的である

どころか� その原理に適合的な政策であったと
いってよいであろう� もちろん社会的市場経済
は� 基本的には市場での自由な競争に立脚してお
り� したがって中小企業政策も中小企業の競争促
進を中心にしているのであり� 中小企業に対する
保護政策は� 手工業分野での規制に限定されてい
るのである� このような中小企業の振興策をみる
ために� 中小企業政策の主体における役割分担の
問題に立ち入ることにしよう�

� 連邦制と中小企業政策

戦後� ドイツは連邦制を採用するにいたった�
この連邦制では� �独自の統治権限を与えられた

州が� それぞれ国家的な性格を持ちながら� 一つ
の国家 �連邦�を形成�14�しているのである�その
ために� 連邦政府と州政府とのあいだで権限の配
分が行われることになる� こうした権限に基づい
て多くの州で中小企業振興法が制定され� 州独自
の中小企業政策が行われているのである� した
がってドイツの中小企業政策を考察するには� 連
邦政府の政策だけでなく� 州独自の政策をもみる
ことが必要だといえる� これまでこうした考察の
必要性が指摘されてきたにもかかわらず� 連邦政
府と州政府との政策面での役割分担については�
ほとんど検討されてこなかったように思われる�
ここでは�クレマ� �Paul Klemmer�らの研究に
よって15�� 中小企業政策における連邦政府と州政
府の役割について検討することにしよう�

�1� 連邦政府と中小企業政策
ボン基本法によれば� ドイツ �連邦には� その
専属的立法権� 各州との競合的立法権� および大
綱的�原則的立法が与えられ�16� ることになる�
基本法の第 30条は� 連邦政府が立法を行わない
かぎり� 国家権限の行使と国家的課題の遂行を州
の義務としており� 立法権からみれば� 連邦政府
が専属的立法権限や競合的立法権限をもたないば

あい� 立法は州政府の問題となる� ドイツでは連
邦レベルでは中小企業にかかわる法律が制定され

ておらず� そのために多くの州で中小企業振興法
が制定されているのである� 基本法の第 83条に

よればその遂行は� 主として州政府の役割とされ
る�
けれども� 基本法の第 91条の aは� �国家全体

11� Dazu, siehe, Matthias Schmidt, Ziele und Instru-

mente der Mittelstandspolitik in der Bundesrepublik

Deutschland, Institut für Wirtschaftspolitik, 1988,

S.64ff.

12� 森本隆雄� 前掲稿� 66ペ�ジ�
13� 同上書� 40ペ�ジ�

14� 石田光義 �基本法と連邦諸機関� 大西健夫編 	ドイツ
の政治
 早稲田大学出版� 1992年� 49ペ�ジ�

15� Paul Klemmer, Werner Friedrich, Bernhard Lage-

man, u.a., Mittelstandsförderung in Deutschland-

Konsistenz, Transparenz und Ansatzpunkte für Ver-

besserungen, Rheinisch-Westfalisch Institut für

Wirtschaftsförschung, 1996.

16� 縣公一郎 �州および市町村の行政機関� 大西健夫編
	ドイツの政治
 早稲田大学出版� 1992年� 83ペ�ジ�
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にとってこうした課題が重要であり� しかも生活
条件の改善に連邦の協力が必要な場合�� 各州の
任務に対し連邦政府に協力権を与えているのであ

り� これに基づいて� �地域経済構造の改善� と
いった共通の課題 �Gemeinschaftsaufgabe� が
追求されることになるのである� もちろんこうし
た政策に中小企業もかかわっているのであり� 連
邦政府の役割はここでは明確になっている�
1971年の耕地整理協約 �Flurbereinigungsab-

kommen� でも� 地域を越える課題や特定の地域
に限定されない目的の課題が問題である場合に

は� 連邦政府に経済政策�中小企業政策の権限が
あるとされている� だが� 連邦政府の中小企業政
策についての権限は� ドイツ連邦予算規定 �Bun-

deshaushaltsordnung� でも認められており� こ

の規定では連邦政府に広範な権限を与えているの

である� 中小企業政策を行う場合� この予算規定
では� ドイツの財政問題から� 連邦政府と州政府
のいずれにも相互補完を義務づけており� 実際�
その細則は両者での分業を促すものとなってい

る�

�2� 州政府と中小企業政策
このように基本法の規定によれば� 中小企業政
策の遂行は州政府の課題に属するが� その場合連
邦政府は� �立法権限が競合的に配分されている
ので� 補完原則の枠内で援助する�17� ことになる�

17� Paul Klemmer, Werner Friedrich, Bernhard Lage-

man, u.a., a.a.O., S.160.

表 + 各州における中小企業振興策の法的根拠

州 規 定

バ�デンビュルテンベルク +31/年 +,月 +0日の中小企業振興法

バイエルン +3.0年 +,月 ,日の州憲法第 +/-条

+31.年 +*月 2日の中小企業振興法

ブレ�メン +3.1年 +*月 ,+日の州憲法第 .*条

ベルリン 法的規定なし

ブランデンブルク +33,年 /月 2日の中小企業振興法

ハンブルク +311年 ,月 ,.日の中小企業振興法

ヘッセン +3.0年 +,月 +日の州憲法第 .-条

+31.年 3月 -*日の中小企業振興法

マックレンブルク�フォアポメルン 法的規定なし

ニ�ダ�ザクセン +312年の中小企業振興法

+33-年改正

ノルトライン�ヴェストファ�レン +3/*年 0月 ,2日の州憲法第 ,2条

ラインラント�プファルツ +3.1年 /月 +2日の州憲法第 /.条

+312年 ,月 -日の中小企業振興法

ザ�ルラント +3.1年 +,月 +/日の州憲法第 /.条

+310年 +月 ,日の中小企業振興法

ザクセン 法的規定なし

ザクセン�アンハルト +33+年の中小企業振興法

シュレスビッヒ�ホルシュタイン +311年 1月 +-日の中小企業振興法

テュ�リンゲン +33+年 3月 +1日の中小企業振興法

�出所� Paul Klemmer, Werner Friedrich, Bernhard Lageman, u.a.,

Mittelstandsförderung in Deutsch land-Konsistenz, Transparenz und

Ansatzpunkte für Verbesserungen, Rheinisch-Westfälisch Institut für

Wirtschaftsforschung, +330, S.+0+.
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州政府は� こうした課題を遂行するために� みず
から中小企業振興法を制定したり� 州憲法のなか
に中小企業の振興にかかわる条文を入れているの

である �表 1参照�� このような中小企業振興法
は� 企業の自助努力を基本にしているが� そのさ
い特徴的なことは� 中小企業振興法が連邦政府や
EUの中小企業政策を前提にしていることであろ

う�たとえばハンブルクの振興法では� �この法律
に基づく振興策は� 自由�ハンザ都市ハンブルク
の他の振興策と調整されなければならない� その
さい� ドイツ連邦政府や EUの振興策が考慮され

る� �第 1条 4項� と定められている18��
もちろん� こうした規定は� 連邦政府と州政府
との補完規定を反映しているといえる� けれども
各州で中小企業振興法が制定されたのは� 中小企
業の活力が低下した 1970年代以降のことであ

り� その当時� 連邦政府の財政は安定していたの
であった� したがって振興法の規定は� こうした
財政状況を反映したものと考えられる� 実際� 州
政府の政策は� 州政府の財政に強く規定されてい
るのである�つまり�連邦政府の中小企業政策は�
ERPプログラムのように長期的に安定した基盤

のもとで行われているが� 州政府の政策は� 財政
状況によって異なるのである�
一般にドイツの中小企業政策では� 資金助成�

経営相談� 研究�開発� 販売促進などが基本的な
領域となっているが� 財政の悪化から� 多くの州
で資金の助成が優先されるようになっている �図
1参照�� さらに財政状況の逼迫から� 中小企業政
策の統合を進める州も存在している� 例えばメク
レンブルク�フォアポメルン州では� ヨ�ロッパ
地域開発基金 �der Europäische Fonds zur re-

gionalen Entwicklung�と結びついた �地域経済
構造の改善� という共通の課題を目的とするプロ
グラムと� こうした共通の課題に含まれない中小
企業振興策を包括した州再建プログラム �Landes-

aufbauprogramm� の二つに� 経済�中小企業政
策はまとめられることになったのである� また�
テュ�リンゲン州では� 中小企業政策の各プログ
ラムのあいだでの統合が進められているというの

である19�� こうした政策の統合が進められる一
方� 新たな政策も試みられるようになっているの
である�

�3� 中小企業政策での役割分担
これまでクレマ�らの研究にそって� 連邦政府
と州政府との政策面での分業関係をみてきたが�
両政府の役割は� 必ずしも明確にされているわけ
ではなかった� けれども� ここ数年� �連邦政府や
連邦の信用機関は� 資金面での支援といった分野
では技術志向の企業に対する創業支援や自己資本

拡充の支援� 資金援助といった広範な支援を中心
に行い� 州政府は� とくに債務保証銀行の分野を
担うとともに� 連邦政府の資金援助策を補完す
る�20� という分業関係が明確に行われるように

なったのである� このような政策の調整を行うた
めに� 州政府と連邦政府とで経済相会議や合同の
委員会などが開催されており� それ以外にも個人
的なコンタクトが政策の調整に寄与しているとい

われている�
ところで� 近年� EUが中小企業政策の担い手

として重要な地位を占めるようになってきた21��
その重要な手段となったのは� 構造基金 �Struk-

turfonds�であった�こうした基金には� 1975年

に地域間の不均等を解消するために設立された

ヨ�ロッパ地域開発基金22�や� 長期失業の克服を

18� Ebenda, S.161.

なお� ハンブルク以外の州の規定については� 同書 162

ペ�ジの表 6を参照されたい�

19� Siehe, Ebenda, S.164f.

20� Ebenda, S.168.

21� EUの中小企業政策については� 三井逸友� 前掲書�
および Gunter Kayser, Wolf Richter, Mittelstand und

Mittelstandspolitik im Europäischen Binnenmarkt

�1990, C.E. Poeschel Verlag� を参照されたい�
22� ヨ�ロッパ地域開発基金は� ヨ�ロッパにおいて開発
が遅れていると考えられる地域の開発を課題とするもの

で� そのさいとくに中小企業が考慮されると指摘されて
いる �Gunter Kayser, Wolf Richter, a.a.O., S.77��
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図 1 各州における中小企業政策の予算構成 �1995年�
�単位 � 100万マルク�

融 資 コンサルティング R&D 販売促進 融 資 コンサルティング R&D 販売促進

出所 Paul Klemmer, Werner Friedrich, Bernhard Lageman u.a., Mittelstandsförderung in Deutsch

land-Konsistenz, Transparenz und Ansatzpunkte für Verbesserungen, Rheinisch-Westfälisch Institut für

Wirtschaftsforschung, 1996, S.164.

経済科学研究所 紀要 第 32号 �2002�

�����



課題に 1958年に設立されたヨ�ロッパ社会基金
�Europäische Sozialfonds� などがある� こうし
た構造基金は�ドイツでは �地域経済構造の改善�
といった共通の課題にかかわる連邦政府と州政府

との地域政策に組み込まれ� とくに連邦政府はそ
の採択の基準を共通の課題としようとしている�
もちろん EUは� ヨ�ロッパ情報センタ�

�EIC� やビジネス�コ�ポレ�ション�ネット
ワ�ク �BC-Net� など� 中小企業の振興に直接関
与できる制度を有している23�� 例えばニ�ダ�ザ
クセン州には�かかる EICが商工会議所や手工業

会議所� さらにニ�ダ�ザクセン経営者連盟など
に設置されているのである24�� こうした制度は�
中小企業に特殊な情報を提供することで� ドイツ
の中小企業政策を補完するものだといえる� この
ように EUの中小企業政策は� 補完原則 �Subsi-

daritätsprinzip� に基づいて行われているのであ
る� かくして �連邦政府が� 州政府の補完して振
興策を行っているのではなく� むしろ州政府が連
邦政府や EUを補って独自のプログラムを実施し

ている�25� といえるのである�

� 社会的市場経済と中小企業政策

ドイツの経済秩序は� 市場経済を基本に� その
枠組みを維持するために国家の介入を必要とする

という社会的市場経済を基本としている� かかる
社会的市場経済のもとでの中小企業政策は� 中小
企業の競争条件の向上を課題とする競争秩序政策

と� 中小企業の競争力の向上� 構造転換への適応
を支援する中小企業振興策に大別される� 次にそ
の内容をみることにしよう�

�1� 中小企業と競争政策
市場経済を基本とする社会的市場経済におい

て� �政府のもっとも重要な課題となるは�競争を
促進するための基本的な条件を作り出すこと�26�

にあるといえる� そしてそのための基本的な施策
が� 競争制限法である� この法律の課題は� 市場
での競争者間での �自由な秩序� を維持するため
に競争の自由を確保することにある� そのために
カルテルの禁止や� 企業間の合併の規制のみなら
ず� 再販価格維持契約や� 市場支配的企業� 企業
集団による経済権力の濫用の禁止が定められてい

る� さらに経済権力の濫用については� 独占的大
企業によるによる差別取引や� 系列に象徴される
拘束取引などが� 不正取引として禁止されてい
る�
けれども� こうした経済権力に対する規制は�

厳密に適用されず�そのために 1950年代から 60

年代にかけて寡占化が進行することになった� そ
のために� 集中や合併などの影響を調査する機関
として独占委員会が設立されるなどの改正が行わ

れ� 法の実効性が確保されてきたのである� 社会
的市場経済の �社会性� にかかわる問題である�
ドイツでは� �経済性� が重視されつつも� �社会
性� が考慮されていくものと考えられる� こうし
た競争制限禁止法以外にも� 大型店が出店するさ
い� 中小の小売店に対する影響の調査が義務づけ
られるなどの措置がとられている� このような競
争環境の整備が� 中小企業振興策の前提となって
いるのである�

�2� 競争促進策の内容
ドイツでは� 中小企業政策の現実の担い手は�

州政府であるといえる� そこでここでは� 州政府
を中心に中小企業振興策の内容をみることにした

い� すでにみたように 1970年代以降多くの州

23� なお EUの行う中小企業向けのサ�ビス活動は� 情報
提供と企業間協力� 地域開発� 業務�イノベ�ションの
促進センタ�の敷設� 教育訓練� および資金援助の分野
である �Gunter Kayser, Wolf Richter, a.a.O., S.32��

24� Niedersachsisches Ministerium für Wirtschaft,

Technologie und Verkehr, Kleine und Mittelere Unter-

nehmen in Niedersachsen, 1994, S.56.

25� Ebenda, S.175.

26� Bundesministrium für Wirtschafts und Technolo-

gie, Neue Dynamik im Mittelstand, 2000, S.13.
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で� 中小企業振興法が制定され� これに基づいて
中小企業政策が行われているのである�
バイエルン州では� 1974年に中小企業振興法

が制定され� その第 9条の第 1項では� �自立し
た活動を開始し� 中小企業の業績や競争力を高め
るために� 貸付金や補助金� 補償金の提供といっ
た資金の融資が行われる� と規定している� こう
した融資内容をみると� �コンサルティング� �
投資助成プログラム� �投資貸付プログラム� �
技術�イノベ�ション促進プログラム� �経営安
定助成プログラム� �債務保証プログラム� �資
本参加プログラムとなっている27�� ここでは重要
と思われるものについてその具体的な内容をみる

ことにしよう�
投資貸付プログラムは� 中小企業が計画してい
る投資に対し� 銀行などよりも低い金利で� しか
も有利な返済条件で融資することを課題にしてい

る� これにはバイエルン中小企業プログラムや補
足プログラムなどがある� バイエルン中小企業プ
ログラムでは� 融資を受けられる投資総額の
30�まで� 最大 60万マルクを融資するものであ

る�
債務保証プログラムは� 金融機関から十分な信
用が受けられない中小企業が� 融資を受けられる
ように� 信用保証組合などの債務保証を申請でき
るというものであり� 債務保証金額は� 融資金額
の 80�までで� 保証期間は 15年となっている�
また� 資本参加プログラムは� 資本参加会社から
資本の参加を受けることで� 中小企業の自己資本
の拡充を行おうというものである� バイエルン資
本参加会社では� 10万から 1000万マルクまで資

本参加が可能である�
ドイツの州レベルではこうした融資プログラム

が行われており� その対象となるのは� 主として
比較的規模の大きい資本会社であるといえる� 連

邦レベルでは� ヨ�ロッパ復興基金 	ERP� など
による資金援助が存在している� こうしたプログ
ラムには� 自己資本支援プログラムや復興プログ
ラムなどがある� ザクセン州のパンフレットによ
れば� プログラムの所轄から連邦政府のプログラ
ムと州独自のプログラムが共存して� 利用されて
いることがわかる28��

�3� 職業訓練と職場創出
手工業に象徴されるようにドイツの中小企業

は� 職業訓練においても重要な役割をはたしてき
た� そしてこうした職業訓練を通じて習得された
高い職業能力が� 中小企業の競争力の源泉となっ
ているといえる� その意味で職業訓練も� 中小企
業に対する重要な施策と考えられる� 例えばバ�
デン�ヴュルテンベルク州には� 118の職業訓練

施設があり� 州政府は 1995年から 1999年にか

けて 1億 7600万マルクを投資してきたのであ

る� また� ザクセン州では� 訓練施設の拡張を計
画する従業員 50人以下の企業に� 施設拡張につ
き 3,000マルクを補助するなどの州独自のプロ

グラムがあり� その他に� 訓練施設の拡充に貸付
を行う連邦政府のプログラムなどが利用できるよ

うになっている�
ところで� 1970年代の構造転換の時期には�

中小企業政策は中小企業の構造転換への対応を支

援することを重要な課題としてきた� だが� 近年
ドイツでも� 中小企業は� 新たな職場に担い手と
して注目されるようになっている� 1970年代の

構造転換のなかでは� 構造転換に対する適応力と
いう中小企業の �問題� が注目されたのに対し�
1980年代にはいると� フリキシビリティやイノ
ベ�ション能力など中小企業のメリットが重視さ
れるようになってきたのである29�� このような認

27� Siehe, Bayerische Staatsministrium für Wirt-

schafts, Vehrkehr und Technologie, Bayerische Mittel-

standpolitik.

28� Siehe, dazu Staatsministerium für Wirtschaft und

Arbeit, Förderfibel Sachsen 1998.

29� 中小企業政策における目標の課題の変化については�
Matthias Schmidt, a.a.O., S.61ffを参照されたい�
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識は� 70年代アメリカにおいて�大企業で働く就
業者の数が減少したにもかかわらず� 中小企業で
は新たな職場が生み出されたという実証的な研究

にもとづいていた� そのために注目されるように
なったのが� 中小企業の研究�開発能力であり�
それとともに中小企業の創業への関心が高まるよ

うになっているのである�
このような中小企業の創業に対し� ドイツ連邦
政府は資金面での援助を行っている� つまり� �
ヨ�ロッパ復興基金にもとづく自己資本補助�新
規創業融資制度� �ドイツ調整銀行による新規創
業融資制度� 開業資金制度� �債務保証制度� �
ドイツ労働省による失業者創業支援制度である�
かかる新規創業の支援のために� ドイツ連邦政府
は� 2000年に 80億マルクの支出を予定してい

た� その支援の内容をみると� 例えば� 開業資金
制度では� ドイツ調整銀行から最大 20万マルク

まで 6.75�の金利で借りることができる�返済期
間は� 10年で�最初の 2年間は返済を猶予される

のである�

�4� 地域経済の振興
最後に� 政府財政の逼迫から策定された �地域
経済構造の改善� 策について簡単にふれておくこ
とにしよう30�� この政策は� 主として特定地域の
製造業� 生産を行う手工業などに� 設備の拡張や
業種転換� 基礎的な合理化などを行うための投資
に対し助成金を拠出しようというものである� 拠
点地域以外では� 新たな投資により継続雇用が少
なくとも 15�� あるいは 50人以上の正規雇用が

増加することが期待される投資計画に助成金の支

給が行われることになる� ニ�ダ�ザクセン州で
は� 1993年に� こうした課題のために 2,640万

マルクが準備され� 次のような地域に配分された
のである� つまり� ブラウンシュバイク� 780万

マルク� ハノ�ファ�� 380万マルク� リュ�ネ
ブルク� 380万マルク� ベ�ザ��エムス� 1,100

万マルクであった�

� ま と め

これまでドイツにおける中小企業政策を概観し

てきた� ドイツの中小企業政策は� 社会的市場経
済なる経済秩序を前提とするものであった� 社会
的市場経済は� 市場での自由な競争を基軸に� か
かる経済秩序を維持するために政府の介入を必要

とするのである� このような社会的市場経済のも
とでの中小企業政策は� 手工業分野での �保護政
策� が存在するものの� 基本的には中小企業の競
争力の向上を課題としているといえる� 連邦制を
採っているドイツでは� 連邦政府と州政府がとも
に中小企業政策の担い手となっていた� かかる中
小企業政策の内容は� 市場での競争秩序の維持を
課題とする競争政策と� 主として資金援助を通じ
て中小企業の競争力の向上を図る中小企業振興策

とからなっていた�
本稿では� こうした政策が� 実際に中小企業に
いかなる影響を及ぼしてきたかを検討することは

できなかった� そのためには� 中小企業� とりわ
け小零細企業の実態に立ち入ることが必要であろ

う� 今後の課題としたい�
	日本大学商学部教授�

30� Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft,

Technologie und Verkehr, a.a.O., 1994, S.68f.
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